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新 旧 

１ 地域再生計画の名称 

  （省略） 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  南九州市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  南九州市の区域の一部（旧知覧町地域） 

 

４ 地域再生計画の目標 

  平成19年12月１日に揖宿郡頴娃町、川辺郡知覧町及び同郡川辺町が合併

し誕生する南九州市は、鹿児島県の薩摩半島の南部中央に位置し、人口

42,191人（平成17年国勢調査）、面積357.85平方キロメートルで、県都鹿

児島市から約36キロメートルの距離にあり、北には山々が、中央には平坦

な大地が広がり、南には海岸がある。本市旧知覧町地域の北寄りを流れる

麓（ふもと）川沿いに市街地があり、情緒あふれる自然豊かな町並みであ

る。 

  本地域には、太平洋戦争末期に特攻隊の基地があり、そこから出撃した

兵士が「ホタルになって帰ってきた」という逸話が残っている。かつて

は、たくさんのホタルが生息し、清流と共に、住民にとって自然と共生す

る、住みやすい環境であったことを、この逸話が物語っている。 

 

  （途中省略） 

 

  このように自然の恩恵を受けていた本地域も、高度経済成長時代を境

１ 地域再生計画の名称 

  （省略） 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  鹿児島県川辺郡知覧町 

 

３ 地域再生計画の区域 

  鹿児島県川辺郡知覧町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

  本町は、鹿児島県の薩摩半島の南部中央に位置し、人口13,604人（平成

17年４月１日現在）、面積120.19平方キロメートルで、県都鹿児島市から

約36キロメートルの距離にあり、北には山々が、中央には平坦な大地が広

がり、南には海岸がある。町の北寄りを流れる麓（ふもと）川沿いに中心

街があり、情緒あふれる自然豊かな町並みである。 

 

 

  本町は、太平洋戦争末期に特攻隊の基地があり、そこから出撃した兵士

が「ホタルになって帰ってきた」という逸話が残っている。かつては、た

くさんのホタルが生息し、清流と共に、住民にとって自然と共生する、住

みやすい環境であったことを、この逸話が物語っている。 

 

  （途中省略） 
 

  このように自然の恩恵を受けていた本町も、高度経済成長時代を境に、
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に、人々の生活様式の変化や、人口の集中等により、河川への生活雑排水

の流入量が年々増加し、その結果、昔のように美しい河川環境は失われて

いった。 

  そこで、旧知覧町は、町の将来像に『人々が豊かな自然と健やかに共生

する「くらし」のまち』を掲げ、その一環として、公共下水道施設の整備

を促進し、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に取り組んできた。

平成８年度より公共下水道の整備、平成12年度より浄化槽設置事業、平成

14年度より農業集落排水の整備が始まり、平成16年度末には汚水処理人口

普及率24.2％までに向上した。それに伴い、本地域を流れる河川環境は

年々向上してきたが、昔のような清流の美しさは取り戻すまでにはいたっ

ていないことから、更なる河川の水質向上を目指すために、汚水処理施設

の整備をより一層促進する必要があった。 

 

  （途中省略） 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

  （省略） 

 

 ５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

  （省略） 

 

  【事業主体】 

    いずれも南九州市 

 

 

人々の生活様式の変化や、人口の集中等により、河川への生活雑排水の流

入量が年々増加し、その結果、昔のように美しい河川環境は失われていっ

た。 

  そこで、本町は、町の将来像に『人々が豊かな自然と健やかに共生する

「くらし」のまち』を掲げ、その一環として、公共下水道施設の整備を促

進し、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善に取り組んでいる。平成

８年度より公共下水道の整備、平成12年度より浄化槽設置事業、平成14年

度より農業集落排水の整備が始まり、平成16年度末には汚水処理人口普及

率24.2％までに向上した。それに伴い、町を流れる河川環境は年々向上し

てきているが、昔のような清流の美しさは取り戻すまでにはいたっていな

いことから、更なる河川の水質向上を目指すために、汚水処理施設の整備

をより一層促進する必要がある。 

 

  （途中省略） 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

  （省略） 

 

 ５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

  （省略） 
 

  【事業主体】 

    いずれも鹿児島県川辺郡知覧町 
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  【施設の種類】 

    （省略） 

 

  【事業区域】 

    公共下水道 南九州市旧知覧町地域の新町地区及び打出口地区 

    浄化槽（個人設置型） 南九州市旧知覧町地域（ただし、公共下水

道区域及び農業集落排水区域を除く） 

  【事業期間】 

    （省略） 

 

  【整備量】 

    公共下水道 φ150ｍｍ  Ｌ＝16,000ｍ 

    浄化槽（個人設置型） 229基 

    なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

    公共下水道 旧知覧町地域の新町・打出口地区で700人 

          浄化槽（個人設置型） 596人 

 

  【事業費】 

   （省略） 

 

 ５－３ その他の事業 

  （省略） 

 

６ 計画期間 

  （省略） 

 

  【施設の種類】 

    （省略） 

 

  【事業区域】 

    公共下水道 知覧町新町地区及び打出口地区 

    浄化槽（個人設置型） 知覧町全域（ただし、公共下水道区域及び

農業集落排水区域を除く） 

  【事業期間】 

    （省略） 

 

  【整備量】 

    公共下水道 φ150ｍｍ  Ｌ＝16,000ｍ 

    浄化槽（個人設置型） 229基 

    なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 

    公共下水道 新町・打出口地区で700人 

          浄化槽（個人設置型） 596人 

 

  【事業費】 

   （省略） 

 

 ５－３ その他の事業 

  （省略） 

 

６ 計画期間 

  （省略） 
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７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  条例に基づく、下水道審議会（構成：学識経験者、受益者代表、公共団

体及び産業別業種団体の代表者、議会代表）を開催し、目標の達成状況の

評価をし、その結果を広報紙等で公表する。 

 

 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  （省略） 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

  知覧町下水道審議会条例に基づく、下水道審議会（構成：学識経験者

【２名以内】、受益者代表【４名以内】、公共団体及び産業別業種団体の

代表者【２名以内】、知覧町議会代表【２名以内】、町職員【２名以

内】）を開催し、目標の達成状況の評価をし、その結果を広報紙等で公表

する。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

  （省略） 

 

 


